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地方独立行政法人西都児湯医療センター奨学金貸与規程 

平成２８年４月１日 

規程第３２号 

 

（目的） 

第１条 この規程は、地方独立行政法人西都児湯医療センター（以下「法人」とい

う。）の看護師の雇用を促進するため、保健師助産師看護師法（昭和23年法律第

203号）第21条第１号に規定する大学又は第21条第２号に規定する学校（以下

「養成施設」という。）に在学する学生で、看護師の資格を取得後、法人での就

業を希望する者に対し奨学金を貸与することにより修学を支援し、もって、法

人における看護師等の確保及び看護体制の強化・充実を図ることを目的とする。 

（貸与の対象者） 

第２条 奨学金の貸与を受けることができる者は、養成施設に在学する学生で、看

護師の資格を取得後、法人での就業を希望する者とする。ただし、類似の奨学

金（看護師等として特定の病院等に勤務することを条件とした奨学金をいう。）

を既に受給している者又はこれから受給しようとする者は対象外とする。 

（貸与期間及び貸与額等） 

第３条 奨学金を貸与する期間は、貸与を決定した日の属する年度の４月から、卒

業する日の属する月までとする。ただし、在学する養成施設が定める正規の修

学年限の範囲内とする。 

２ 奨学金は、月額60,000円とする。 

（貸与の申請） 

第４条 奨学金の貸与を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、次の各

号に掲げる書類（以下「申請書類」という。）を理事長に提出しなければならな

い。 

(1) 奨学金貸与申請書（様式第１号） 

(2) 養成施設の在学証明書 

(3) 現に１年以上在学している者にあっては、前学年の学業成績証明書 

(4) その他理事長が必要と認める書類 

（連帯保証人） 

第５条 申請者は、前条の申請にあたり、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ

当該各号に定める連帯保証人を立てなければならない。 

(1) 未成年者である場合 保護者（親権を有する者又は未成年後見人）１名を

含む２名の連帯保証人 

(2) 成年者である場合 その父母兄姉又はこれらに準ずると理事長が認めた者

１名を含む２名の連帯保証人 

２ 前項の連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。 
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（貸与の決定） 

第６条 理事長は、第４条の規定により申請書類が提出されたときは、その内容を

審査のうえ貸与の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。 

（誓約書の提出） 

第７条 奨学金の貸与の決定を受けた者（以下「奨学生」という。）は、奨学金の

貸与に関する誓約書（様式第２号）を理事長に提出しなければならない。 

 （貸与の決定の取り消し） 

第８条 理事長は、奨学生が次の各号のいずれかの事由に該当するときは、奨学金

の貸与の決定を取り消すことができる。 

(1) 退学したとき。 

(2) 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。 

(3) 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。 

(4) 奨学金の貸与を辞退したとき。 

(5) 死亡したとき。 

(6) 偽りその他不正の手段により奨学金の貸与を受けたとき。 

(7) その他奨学金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められると

き。 

（貸与の停止） 

第９条 理事長は、奨学生が休学したとき又は停学の処分を受けたときは、休学し

た日又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月ま

で奨学金の貸与を停止する。 

（返還免除） 

第10条 奨学生が、当該養成施設を卒業した日から１年を経過する日までに看護師

等の免許を取得し、かつ、直ちに法人の看護師等として採用され、引き続き奨

学金の貸与を受けた期間（以下「奨学金貸与期間」という。）に相当する期間、

業務に従事したときは、貸与を受けた奨学金の全額を返還免除するものとする。

ただし、業務従事期間中において、負傷又は疾病よる休職、育児休業、介護休

業その他やむを得ない事由により、業務に従事できなかった期間は、当該業務

従事期間から除くものとする。 

２ 前項ただし書きの業務従事期間から除く期間は、当該事由が発生した日の属す

る月の翌月（その日が月の初日であるときは、その日の属する月）から事由の

消滅した日の属する月の前月（その日が月の末日であるときは、その日の属す

る月）までとする。 

３ 第１項の規定による奨学金の返還の免除を受けようとする者は、返還免除申請

書（様式第３号）を理事長に提出しなければならない。 

（返還） 

第11条 奨学生が、次の各号のいずれかの事由に該当するときは、貸与を受けた奨
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学金に利息を付した額を一括返還しなければならない。 

(1) 第８条の規定により、奨学金の貸与の決定が取り消されたとき。 

(2) 当該養成施設を卒業した日から１年を経過する日の属する月の末日までに

看護師等の免許を取得できなかったとき。 

 (3) 看護師等の免許を取得した後、直ちに法人の看護師等として採用されなか

ったとき。 

 (4) 法人に採用後、前条第１項に規定する業務従事期間、業務に従事しなかっ

たとき。 

２ 前項の利息の額は、返還すべき奨学金の額に年３%の割合を乗じた額とする。

ただし、やむを得ない事情があると理事長が特に認めた場合は、利息を免除す

ることができる。 

（返還の猶予） 

第12条 奨学生が、災害、疾病その他やむを得ない事由により奨学金を返還するこ

とが困難であるときは、その間、奨学金の返還を猶予することができる。 

２ 前項の規定による奨学金の返還の猶予を受けようとする者は、返還猶予申請書

（様式第４号）にその事実が確認できる書類を添えて、理事長に提出しなけれ

ばならない。 

（延滞利息） 

第13条 奨学生は、正当な理由がなく奨学金を返還すべき日までに返還しなかった

ときは、当該返還すべき日の翌日から返還した日までの期間の日数に応じ、返

還すべき奨学金の額に年10％の割合を乗じて計算した額の延滞利息を支払わなけ

ればならない。ただし、延滞利息に100円未満の端数があるとき又は延滞利息が

100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。 

（届出） 

第14条 奨学生は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、奨学金の貸与に関する

届出書（様式第５号）にその事実が確認できる書類を添えて、速やかにその旨

を理事長に届け出なければならない。 

(1) 退学、休学又は復学したとき。 

(2) 停学等の処分を受けたとき。 

(3) 卒業したとき。 

(4) 看護師等の免許を取得したとき。 

(5) 本人又は連帯保証人の氏名、住所、その他重要な事項に変更が生じたとき。 

２ 連帯保証人は、奨学生が死亡したときは、奨学金の貸与に関する届出書（様式

第５号）にその事実が確認できる書類を添えて、速やかにその旨を理事長に届

け出なければならない。 

３ 奨学生は、奨学金の貸与を決定された期間中、毎年、４月末日までに、奨学金

の貸与に関する届出書に前学年の学業成績証明書を添えて、理事長に届け出な
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ければならない。 

（雑則） 

第15条 この規程に定めるもののほか、奨学金の貸与に関し必要な事項は、別に定

める。 

附 則 

この規程は、平成28年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規程は、令和２年６月11日から施行する。 

２ この規程による改正後の地方独立行政法人西都児湯医療センター奨学金貸

与規程の規定は、この規程の施行の日以降の奨学生に係る奨学金について適用

し、同日前に決定した奨学生に係る奨学金については、なお従前の例による。 

附 則 

この規程は、令和７年６月１７日から施行する。 

２ この規程による改正後の地方独立行政法人西都児湯医療センター奨学金貸

与規程の規定は、この規程の施行の日以降の奨学生に係る奨学金について適用

し、同日前に決定した奨学生に係る奨学金については、なお従前の例による。 
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様式第１号（第４条関係） 

 

奨学金貸与申請書 

 

  年  月  日  

 

 地方独立行政法人西都児湯医療センター理事長 殿 

 

                 申請者 

郵便番号                

住  所                

ふ り が な                     

氏  名             印  

生年月日                

電話番号                

 

 私は、地方独立行政法人西都児湯医療センター奨学金貸与規程により、奨学金の

貸与を受けたいので、同規程の内容に同意の上、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 在学する学校又は養成所 

 

 （１）名   称                             

 （２）所 在 地                             

 （３）学   年     第   学年 

 （４）入学年月日         年  月  日 

 （５）卒業予定年月日       年  月  日 

 

２ 貸与申請期間          年  月  日～    年  月  日 

 

※ 添付書類 

 

  □ 在学証明書 

  □ 前学年の学業成績証明書（現に１年以上在学している者） 
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様式第２号（第７条関係） 

 

誓約書 

 

  年  月  日 

 

 地方独立行政法人西都児湯医療センター理事長 殿 

 

 私は、地方独立行政法人西都児湯医療センター奨学金貸与規程を遵守することを

誓います。 

 

                 奨学生 

                 奨学生番号   －   号       

                  住  所                

ふ り が な                     

氏  名             印  

生年月日                

電話番号                

 

 私は、奨学金の返還が生じたときの債務を、本人と連帯してその責任を負います。 

 

連帯保証人 

                  住  所                

ふ り が な                     

氏  名             印  

生年月日                

電話番号                

                  職業（勤務先）             

                  本人との続柄              

連帯保証人 

                  住  所                

ふ り が な                     

氏  名             印  

生年月日                

電話番号                

                  職業（勤務先）             

                  本人との続柄              
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様式第３号（第10条関係） 

 

返還免除申請書 

 

 

  年  月  日  

 

 

地方独立行政法人西都児湯医療センター理事長 殿 

 

 

奨学生 

                 奨学生番号   －   号       

                  住  所                

ふ り が な                     

氏  名             印  

 

 私は、地方独立行政法人西都児湯医療センター奨学金規程第１０条第３項の規定

により、奨学金の返還の免除を受けたいので、下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

 １ 奨学金貸与期間     年  月  日 ～     年  月  日 

 

 ２ 業務従事期間      年  月  日 ～     年  月  日 
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様式第４号（第12条関係） 

 

返還猶予申請書 

 

  年  月  日  

 

 

地方独立行政法人西都児湯医療センター理事長 殿 

 

 

                 奨学生 

                 奨学生番号   －   号       

                  住  所                

ふ り が な                     

氏  名             印  

 

 私は、地方独立行政法人西都児湯医療センター奨学金規程第12条第２項の規定に

より、奨学金の返還の猶予を受けたいので、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 奨学金貸与期間       年  月  日 ～     年  月  日 

 

２ 返還猶予希望期間      年  月  日 ～     年  月  日 

 

３ 返還猶予の理由 

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

 

   ※ 添付書類 

      返還猶予の理由の事実が確認（証明）できる書類 
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様式第５号（第14条関係） 

 

奨学金貸与に関する届出書 

 

   年  月  日  

 

地方独立行政法人西都児湯医療センター理事長 殿 

 

                 届出者 

                  ふ り が な                     

氏  名             印  

 

 地方独立行政法人西都児湯医療センター奨学金貸与規程第14条により、下記のと

おり届け出ます。 

 

記 

 

   １ 奨学生 

      奨学生番号   －   号 

      ふ り が な 

      氏  名                   

 

   ２ 届出の事由 

     □ 退 学   □ 休 学   □ 復 学 

     □ 停 学   □ 卒 業 

     □ 免許の取得 

     □ 奨学生の氏名の変更     □ 奨学生の住所の変更 

     □ 連帯保証人の氏名の変更   □ 連帯保証人の住所の変更 

     □ 連帯保証人の変更 

     □ 奨学生の死亡 

     □ 前学年の学業成績の報告 

□ その他（                         ） 

 

     ※届出の事由の事実が確認できる書類を添付すること。 

 


